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高知県過疎地域持続的発展方針

Ⅰ 基本的な事項

１ 過疎地域の現状と課題

（１）過疎地域の現状

ア 概況

（ア）令和３年に施行された過疎対策法では、「過疎地域自立促進特別措置法」から、地域要件が

変更となりましたが、法施行当初は、高知県内の過疎市町村（過疎対策法第２条第１項）

及び過疎地域とみなされる区域を有する市町村（同法第３条第１項）の増減、変更等はありま

せんでした。その後、令和２年度の国勢調査の結果を基に過疎地域の追加公示がなされ、１市

が新たに全域過疎地域となりました。また、１町が一部過疎地域から全域過疎地域となり、１

市が一部過疎地域の継続ではありますが、旧市町村単位の地域が新たに追加されました。

（イ）過疎対策法に基づく過疎地域は、下記の地図に記載のとおり、県内 34市町村のうち、南国
市、土佐市、芸西村、佐川町、日高村を除く 29市町村（９市、16町、４村。）うち過疎地域
とみなされる区域を有する市は、３市（高知市、香南市、四万十市）となっており、一部過

疎の地域としては、高知市は旧鏡村、旧土佐山村、香南市は旧夜須町、旧赤岡町、旧吉川村、

四万十市は旧西土佐村で、６つの地域になっています。

（ウ）令和２年 10月１日現在の過疎地域の全県に占める割合は、面積で 85.1％、人口で 31.6％と
なっています。
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